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要 旨 全身の健康状態と口腔内の環境には密接な関係がある．口腔ケアを適切に行うことで
肺炎予防や発熱の発生率の減少，インフルエンザへの罹患率の減少，悪玉むし歯菌に

よる脳卒中発症リスクの減少につながるなどの報告があり，口腔内を清潔に保つことは健康に生
きていくために重要であるといえる．
　知的・発達障害児（者）のご家族を含めた支援者からは「毎日の歯磨き」が困難であるという
意見が多くみられる．また，知的・発達障害児（者）は，口腔内に異常があっても自身では伝え
られない，伝えづらいということが多く，「ご飯を食べない」「顔が腫れた」など症状が悪化して
から周囲の人間が気づくという状況も少なくない．
　とくに強度行動障害がともなう場合は，その特性から「日々の口腔ケア」や「歯科治療」がさ
らに困難である場合が多く，重症化してからの受診となる．その際には緊急性の高い処置が必要
な状態であることが多いため，身体抑制法（あるいは全身麻酔等の薬物的行動調整）を選択せざ
るを得ない場合も存在する．しかし，その結果，歯科に対する恐怖心が芽生え，定期的な口腔健
康管理がさらに困難となる場面に多く直面してきた．このような状況が生じてしまう前に継続的
な口腔健康管理や早期発見・早期治療を行い，重症化を予防するためには口腔ケアを含む歯科へ
の「導入」が重要と考えられ，そのためには「合理的配慮」が必要不可欠となる．
　また，個人個人にあった合理的配慮を行うためには，対象者についての情報収集が必要となる．
福祉・教育・医療の分野から多角的な情報を共有し，協力しながら支援の方法を確立いくことが
重要であると考える．本稿では，歯科診療の中で行うアセスメントを考慮した環境調整・行動療
法や多職種連携の必要性について述べていきたい．

キーワード　合理的配慮，行動療法，多職種連携

は じ め に

　全身的な健康状態と口腔内環境には密接な関係が

ある．2013年から10年間の計画で第 4 次国民健康づ
くり対策として健康日本21（第二次）が策定され，
健康寿命の延伸や健康格差の縮小などを目標に8020
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知的・発達障害児（者）における合理的配慮 
－歯科診療での実践を通して－
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運動に代表される歯・口腔の健康についても目標が
定められている．また，2011年には「歯科口腔保健
の推進に関する法律」が定められ，その中には「定
期的な歯科検診，歯科医療を受けることが困難な者
における目標」として「障害者支援施設および障害
児入所施設での定期的な歯科検診実施率の増加」が
掲げられるなど口腔の健康を維持，増進していく重
要性が高まっている．
　口腔内の代表的な疾患は「齲蝕」と「歯周病」で
ある．とくに歯周病に罹患する者は年々増加してお
り，糖尿病や心疾患，脳血管疾患，呼吸系疾患など
全身的な病気との関連も多く報告されている 1 ）．ま
た，この疾患は歯を失う大きな二つの原因でもある．
一般的に若年層では「齲蝕」による歯の喪失が多く，
年齢を重ねるにつれて「歯周病」により歯を喪失す
る割合が高くなる．疫学調査によると知的・発達障
害者は健常者と比較して30歳代から歯を喪失する割
合が増加し始め，40歳代からさらに歯を喪失する割
合が増加する傾向がある 2 ）3 ）．
　これらの疾患は，不十分な口腔ケアや生活習慣の
乱れが原因なることが多い．そのため，適切な口腔
ケアを行い，生活習慣の改善を行うことで予防可能
な疾患であると考えられる．
　しかしながら，知的・発達障害児（者）の中には

「口をずっと開いていることができない」「歯磨きを
嫌がる」「暴れてしまい口の中すら見せてもらえな
い」といった問題から「毎日の歯磨きを行うことが
難しい」という場合が多い．また，知的・発達障害
児（者）は，歯の痛みや苦しみ，困っていることが
あっても自身では伝えづらい，あるいは伝えられな
いことが多く，「全くご飯を食べない」「顔が腫れた」
など症状が重症化してから周囲の人たちが気づくこ
とも少なくない．とくに強度行動障害がともなう場
合は，その特性から「日々の口腔ケア」や「歯科治
療」がさらに困難である場合が多く，重症化してか
らの受診となる．その際には，緊急性の高い処置が
必要な状態であることが多いため，身体抑制法（あ
るいは全身麻酔等の薬物的行動調整）を選択せざる
を得ない場合も存在する．しかし，その結果，歯科
に対する恐怖心が芽生え，定期的な口腔健康管理が
さらに困難となる場面に多く直面してきた．このよ
うな状況が生じてしまう前に継続的な口腔健康管理
や早期発見・早期治療を行い，重症化を予防するた
めには日常の口腔ケアを含めた歯科への「導入」が
重要と考えられ，そのためには「合理的配慮」が必

要不可欠となる．今回は，現在，筆者が歯科医療で
実践している「合理的配慮」を行うための行動療法
や多職種連携の重要性について紹介する．

導入と合理的配慮

　歯科的な合理的配慮とは治療前に行う環境調整や
行動療法（プレパレーション）であると考える．
　筆者は「導入」を開始するにあたり「心の貯金理
論」という表現を用いて対象者との信頼関係構築を
心掛けている（図 1 ）．そして，「歯科」に対する「導
入」のためにTEACCHプログラムや応用行動分析，
感覚統合療法を応用し，環境調整や行動療法（プレ
パレーション）を行うことが重要であると考えてい
る（図 2 ）．

環境調整・行動療法（プレパレーション）

　歯科診療室内では，
・注射器や先端の尖った器具などは見える位置に配

置しない．
・不必要に物を置かない（破壊や投げるといった行

為への対処）．
・窓等の施錠を確実に行う（逃亡行動の防止）
などの環境調整行い，また，絵カードや動画，具体
物によるスケジュール提示（構造化）などの合理的
配慮を行う．
　障害者歯科医療で用いる行動療法は，歯科治療へ
の適応行動の獲得としてのトレーニング，ブラッシ
ングの学習やブラッシング習慣の確立などに用いら
れる．
　歯科で用いられる行動療法の一部を以下に示
す 4 ）．

1 ．エクスポージャー（系統的脱感作）
　不安や恐怖刺激が弱いものから開始して不安を段
階的に軽減していく．たとえば「診療台に座る」か
ら開始して「診療台で寝る」，「（家で使っている）
歯ブラシで保護者が磨く」，「歯ブラシで術者が磨く」
といったスモールステップで進めていく．
　恐怖心が非常に強い小児の場合は，「診療台に座
る」だけでその日の診療を終了することもある．

2 ．Tell-Show-Do法（TSD法）
　歯科領域では広く応用されている方法である．治
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療の手順について，
1 ）Tell：発達年齢に合わせた言語でわかりやすく

伝える．好きな物やアニメ，ゲームなど小児が
興味関心のあるものに例えるなどの工夫をする
と効果的である．

2 ）Show：使用する器具を見せる．とくに歯を切
削する機具やバキュームなどの水や大きい音が
出る機具などはただ機具を見せるのではなく実
際の使用法を目の前で提示することで伝わりや
すくなる（図 3 ）．

3 ）Do：実際に体験する．この時は終了の見通し
を立てやすくするため数を数える「カウント法」
を併用することで終了の見通しを示すことがで
きる．

3 ．オペラント条件づけ
　自発的な行動であるオペラント行動を報酬などに
より，その行動頻度を変容させる技法．
　応用行動分析，シェイピング，トークンエコノ
ミー，レスポンスコストなどの技法が存在する．正

図 1　心の貯金理論
歯科の導入にあたり，円滑かつ継続的な信頼関係を構築するために行動療
法を行う
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図 2　導入の例
「好」と「嫌」のバランスを考慮しながら対象者と接していくことが必要で
ある
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の強化を応用することを原則として，期待する行動
に少しでも近い行動を強化しながらスモールステッ
プで目標に近づけていく．
　以上のような方法を用いて歯科への導入のための
行動療法（プレパレーション）を行っていく．しか
しながら，すべての対象者に同じ方法が効果的に作
用するわけではなく，対象者のパーソナリティーを
十分に理解し，個人個人に合った環境調整や行動療
法（プレパレーション）を行うことが重要である．
そのためには対象者の情報収集が必要不可欠であ
る．
　歯科領域ではさまざまな研究調査がされており，
歯科治療に適応できる発達年齢は知的能力障害者や
自閉スペクトラム症者では 3 ― 4 歳以上，介助歯磨
きは障害児では 1 歳 6 カ月― 3 歳 6 カ月以上とされ
ている．また，口腔内診査については，知的能力障
害者や自閉スペクトラム症者などの発達障害者では
2 歳以上と報告されている 5 ）．
　筆者は，これらの情報を踏まえて以下のような情
報収集を行っている．
　まず初回の医療面接では，
・性格（好き嫌い，感情表出の仕方など）
・発達・知能検査の結果，認知・感覚障害の程度
・家族構成，家庭環境
・母子手帳，療育手帳の情報
・療育歴や療育の介入時期
・保護者または支援者との関係性，依存度
・日常生活（家，学校，外出先などでの状態）
・問題行動の種類とそれが生じたときの対応
・投薬の有無
・歯科治療経験（過去の経験）

・歯科以外での医療機関での反応，対応（予防接種
など）

などの聴取を行う．
　また，フォーマルアセスメントとして，
・Wechsler知能検査（WISC・WAIS・WPPSI）
・田中ビネー知能検査
・新版K式発達検査　
・遠城寺式発達検査　　
・日本版Vineland-Ⅱ適応行動尺度
・新版S-M社会生活能力検査　　
・PEP-3（心理教育プロフィール 3 ） 
・TTAP（自閉症スペクトラムの移行アセスメント）
などのアセスメントの結果やインフォーマルアセス
メントとして実際に対象者の診療室での行動などを
観察・評価することで対象者の得手不得手を分析し
ながら歯科の進め方の方向性を決定していく．
　以上のようにさまざまな情報収集を行い，各対象
者に合った環境調整・行動療法（プレパレーション）
について計画・実行していくことが重要であると考
える．

多職種連携の重要性

　知的・発達障害児（者）に対して福祉・教育・医
療の提供を行う場合，障害特性や個人個人の特徴を
把握することはきわめて重要であり，多角的な視点
から対象者の観察，評価を行い，それらの情報共有
や支援のための協力を行う必要がある．そのために
は多職種連携が必要不可欠となる．
　福祉・教育・医療という 3 つの分野が一人の対象
者に関する情報をバトンを渡すように繋

つな

げて共有す

図 3　Tell-Show-Do法（TSD法）の 1例
a : 行うことを説明（Tell）して具体物を提示する（Show），b ： 実際に処置を行う（Do）
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ることが重要であると考えている．綿密な情報共有
を行うことで支援を必要としている対象者，ご家族
に早い段階で関わることが可能となる（早期介入）．
ここでの早期介入とは早い段階で介入し，支援を行
うだけではなく「スタートダッシュタイプ」や「大
器晩成タイプ」のようなその対象者の「特性」を早
く知ることで支援者（保護者を含む）に安心と見通
しを持ってもらうことも一つの目的であるべきだと
考える．
　そのうえで，情報の共有を行うとともに各分野が

「実行可能な事項」と「実行困難な事項」について
相互に伝達することが重要であると考える．たとえ
ば，〈現在，実行可能な事項・不可能な事項の提示〉

〈不可能な事項に関して他分野からの情報提供や協
力の依頼〉〈領域・分野を超えて対象者に対するよ
りよい支援等の方法を確立していく〉というような
相互が最大限に力を発揮できる形を構築することが
必要ではないかと考える．

お わ り に

　情報収集を十分に行ったとしてもすべてが成功す
るわけではないため，対象者に対して多職種で連携
したさまざまなアプローチや方法を繰り返し行って
いく必要がある．
　歯科という分野に限らず，知的・発達障害児（者）
に関わるさまざまな職種が情報の共有を行い，各領
域・分野の得手不得手を理解し，相乗効果を生み出

しながら，相互の場面で応用できる方法を見つけ出
し，それらの方法を知的・発達障害児（者）やご家
族の生活に還元することが重要であると考える．

〈本論文は第76回国立病院総合医学会シンポジウム
「強度行動障害を伴う知的・発達障害児（者）の身
体合併症治療について」において「知的・発達障害
児（者）における合理的配慮〜歯科診療での実践を
通じて〜」として発表した内容に加筆したものであ
る．〉

　利益相反自己申告：申告すべきものなし．
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